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詐欺電話をブロックする複数の機能を備えた、民間事業者が無償で
提供するスマートフォン用アプリです（令和８年５月現在、２種類）。

左のＱＲコードから特設ページにアクセスし、お使
いのスマートフォンにインストールをお願いします。

●ios(iphoneなど)････両方インストール！
●Android･･･････････どちらか片方だけ！

「警察庁推奨アプリ」とは？

山菜採りをする方へ
管理者に断りなく山に入り、山菜を採る行為は犯罪です。

必ず入山券を購入してから山に入りましょう。

管理者の方へ
●看板やロープを設置し、立入禁止であることを明示しましょう。
●無許可で入山しているような人・車を見かけたら、すぐ警察に通報
をお願いします。
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薬物を乱用すると脳や身体に悪影響を及ぼすほか、精神障害を
発症し依存症を引き起こす原因になります。
大麻を始めとした違法薬物の売買にＳＮＳが悪用されて

います。
覚醒剤：「シャブ、エス、スピード、アイス、氷」

大麻 ：「ハッパ、クサ、チョコ、野菜」

などの隠語を使って販売されることがあります。
これらの隠語のほか、「＃手押し」などの隠語でＳＮＳで検索し、

怪しい誘いに軽い気持ちで返信すると、重い刑罰が科せられる可
能性があります。

おかしいなと思ったら、すぐ警察に連絡を！

●覚醒剤の所持･･････１０年以下の拘禁刑
●大麻の所持････････ ７年以下の拘禁刑

○違法薬物相談 ０２３－６３５－１０７４
○匿名通報ダイヤル ０１２０－９２４－８３９
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令和８年９月１日から、生活道路の法定速度が引き下げられます。
ドライバーの皆様は、決められた速度の範囲内であっても、路面や交通の状況、

天候状況に応じた安全な速度での運転に心がけてください。

生活道路とは？
主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない

比較的狭い道路のことです。

本制度についての詳しい説明はこちら→
（山形県警察ホームページ）

生活道路の法定速度が、60km/hから30km/hに変わります

受験申込期間
●警察官Ａ（大卒程度）
令和８年４月24日（金）

～６月15日（月）

○警察官B（大卒以外）
令和８年７月10日（金）

～８月24日（月）

採用募集情報はこちら

職業体験フェス in 警察学校
～警察の仕事を体験してみませんか？～

●開催日時：６月27日(土)13時～
●申込：６月19日(金)まで「やまがたe
申請」による事前申込が必要です。

職業体験会も開催します！


